
令和４年 携帯品の輸入検疫状況（国、品目別） 農林水産省動物検疫所

（単位：件）

仕出国（地域）

分類 分類詳細 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計

骨類 骨 2 3 5 1 1

蹄角 3 6 9 1 1 1 1 3 3

その他の骨 1 1 1 1

肉類 牛肉 107 7,669 7,776 1,086 1,086 141 141 468 468 658 658 122 122 1,555 1,555 642 642

豚肉 1 6,300 6,301 1,005 1,005 2,077 2,077 298 298 436 436 539 539 143 143 95 95

めん羊肉 147 147 5 5 1 1 2 2 6 6 3 3 1 1 2 2

山羊肉 135 135 5 5 4 4 1 1 7 7 1 1

その他の偶蹄類の肉 95 95 2 2 3 3 17 17

加熱処理肉偶蹄類 5 5 5 5

ハム 1 1,209 1,210 136 136 23 23 58 58 29 29 1 44 45 63 63 1 1

ソーセージ 11 7,056 7,067 1,235 1,235 507 507 315 315 762 762 6 386 392 338 338 136 136

ベーコン 1 212 213 2 2 10 10 16 16 11 11 4 4 20 20 2 2

馬肉 33 33 3 3 6 6 3 3

うさぎ肉 18 18 1 1 15 15 1 1

家きん肉 106 5,825 5,931 1 1,046 1,047 757 757 491 491 3 1,189 1,192 100 248 348 286 286 1 507 508

その他の肉 27 24,480 24,507 3,511 3,511 3,191 3,191 3,194 3,194 1,024 1,024 20 2,664 2,684 1,360 1,360 1 889 890

犬肉 6 6 3 3

臓器類 偶蹄類の臓器 25 25 1 1 4 4 5 5 2 2 1 1 1 1 1 1

偶蹄類以外の臓器 9 45 54 1 1 25 25 1 1 4 4 7 7 2 2

消化管等 3 716 719 3 3 592 592 20 20 14 14 3 4 7 2 2 62 62

ケーシング 26 26 14 14 2 2

脂肪 5 5 1 1

その他の臓器 29 29 3 3 11 11 2 2 2 2 2 2 2 2

卵類 殻付卵 165 165 20 20 70 70 7 7 24 24 5 5 3 3 5 5

その他の卵 13 13 1 1 4 4 1 1 2 2

皮類 牛皮 1 18 19 2 2 1 1 1 1 5 5

豚皮 6 6 1 1 1 1 3 3

毛類 羊毛 2 2

山羊毛 1 1

羽毛 15 15 10 10 1 1

犬毛 2 2

乳製品 その他の乳製品 1 1

血液 2 6 8 1 1 1 1 2 2 1 1

血清 99 3 102 2 2 6 6 36 36 19 1 20 5 2 7 1 1

病原体 23 1 24 1 1 2 2 2 2 2

ふん・尿 2 4 6

その他の畜産物（その他） 35 35 2 2 1 1 3 3 5 5 3 3

稲わら等 穀物のわら等 44 44 11 11 7 7 7 7

405 54,355 54,760 4 8,095 8,099 8 7,409 7,417 36 4,896 4,932 24 4,212 4,236 149 4,052 4,201 1 3,799 3,800 3 2,352 2,355

31,947 31,947 5,792 5,792 5,506 5,506 3,473 3,473 3,124 3,124 2,743 2,743 1,302 1,302 1,843 1,843

資料）農林水産省動物検疫所調べ

(注） １．「合格」とは、輸入検査を実施し、輸出政府機関発行の検査証明書の添付のあった畜産物のうち、輸入が認められたものをいう。

２．「不合格」とは、輸入検査を実施した畜産物のうち、検査の結果、輸入が認められなかったものをいう。（おみやげや個人消費用、また、免税店で購入したもので、輸出国政府機関発行の検査証明書の添付のないものを含む。）

３．表中、空欄については実績のなかったことを示す。

４．不合格件数の多い順に並んでいる。なお、不合格件数が100件未満の国はまとめて「その他」としている。

５．農林水産大臣の指定した施設で農林水産大臣の定める基準に従い加熱処理がなされたもの。

フィリピン
携帯品

合格 不合格 総計

ベトナム 韓国 中国 タイ アメリカ インドネシア

その他
の畜産
物

総計

（うち検疫探知犬による探知実績）

(注5)



令和４年 携帯品の輸入検疫状況（国、品目別） 農林水産省動物検疫所

分類 分類詳細

骨類 骨

蹄角

その他の骨

肉類 牛肉

豚肉

めん羊肉

山羊肉

その他の偶蹄類の肉

加熱処理肉偶蹄類

ハム

ソーセージ

ベーコン

馬肉

うさぎ肉

家きん肉

その他の肉

犬肉

臓器類 偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の臓器

消化管等

ケーシング

脂肪

その他の臓器

卵類 殻付卵

その他の卵

皮類 牛皮

豚皮

毛類 羊毛

山羊毛

羽毛

犬毛

乳製品 その他の乳製品

血液

血清

病原体

ふん・尿

その他の畜産物（その他）

稲わら等 穀物のわら等

資料）農林水産省動物検疫所調べ

(注） １．「合格」とは、輸入検査を実施し、輸出政府機関発行の検査証明書の添付のあった畜産物のうち、輸入が認められたものをいう。

２．「不合格」とは、輸入検査を実施した畜産物のうち、検査の結果、輸入が認められなかったものをいう。（おみやげや個人消費用、また、免税店で購入したもので、輸出国政府機関発行の検査証明書の添付のないものを含む。）

３．表中、空欄については実績のなかったことを示す。

４．不合格件数の多い順に並んでいる。なお、不合格件数が100件未満の国はまとめて「その他」としている。

５．農林水産大臣の指定した施設で農林水産大臣の定める基準に従い加熱処理がなされたもの。

携帯品

その他
の畜産
物

総計

（うち検疫探知犬による探知実績）

（単位：件）

合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計

1 1

146 146 55 55 23 23 88 88 204 204 106 555 661 177 177 54 54

720 720 27 27 20 20 169 169 59 59 1 30 31 18 18 70 70

2 2 2 2 1 1 33 33 1 1

80 80

18 18 1 1

4 4 118 118 82 82 3 3 17 17 8 8 7 7

49 49 563 563 432 432 3 30 33 112 112 50 50 36 36 47 47

3 3 44 44 8 8 1 1 2 2 2 6 6

1 1

121 121 36 36 19 19 59 59 148 148 1 16 17 23 23 44 44

402 402 361 361 509 509 3 543 546 141 141 3 124 127 510 510 463 463

2 2

1 1 1 1

9 9 1 1

1 1 3 3 2 2

1 1

2 2

1 1 2 2 3 3 2 2 4 4

1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

2 2

5 5 1 1 3 3 1 1

1 1

1 1 2 2 14 14

1 1

5 1,448 1,453 1,212 1,212 1,108 1,108 9 920 929 3 802 805 111 796 907 779 779 1 694 695

357 357 564 564 598 598 598 598 591 591 109 109 396 396 340 340

ハワイシンガポール 香港ドイツ フランス 台湾 ミャンマー オーストラリア



令和４年 携帯品の輸入検疫状況（国、品目別） 農林水産省動物検疫所

分類 分類詳細

骨類 骨

蹄角

その他の骨

肉類 牛肉

豚肉

めん羊肉

山羊肉

その他の偶蹄類の肉

加熱処理肉偶蹄類

ハム

ソーセージ

ベーコン

馬肉

うさぎ肉

家きん肉

その他の肉

犬肉

臓器類 偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の臓器

消化管等

ケーシング

脂肪

その他の臓器

卵類 殻付卵

その他の卵

皮類 牛皮

豚皮

毛類 羊毛

山羊毛

羽毛

犬毛

乳製品 その他の乳製品

血液

血清

病原体

ふん・尿

その他の畜産物（その他）

稲わら等 穀物のわら等

資料）農林水産省動物検疫所調べ

(注） １．「合格」とは、輸入検査を実施し、輸出政府機関発行の検査証明書の添付のあった畜産物のうち、輸入が認められたものをいう。

２．「不合格」とは、輸入検査を実施した畜産物のうち、検査の結果、輸入が認められなかったものをいう。（おみやげや個人消費用、また、免税店で購入したもので、輸出国政府機関発行の検査証明書の添付のないものを含む。）

３．表中、空欄については実績のなかったことを示す。

４．不合格件数の多い順に並んでいる。なお、不合格件数が100件未満の国はまとめて「その他」としている。

５．農林水産大臣の指定した施設で農林水産大臣の定める基準に従い加熱処理がなされたもの。

携帯品

その他
の畜産
物

総計

（うち検疫探知犬による探知実績）

（単位：件）

合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計

1 1

33 33 43 43 59 59 153 153 42 42 4 4 119 119 5 5

3 3 20 20 60 60 3 3 24 24 14 14 88 88 16 16

3 3 1 1 7 7 4 4 1 1

4 4 1 1 2 2 1 1

5 5 1 1 2 2

34 34 26 26 168 168 2 2 76 76

7 7 73 73 14 14 1 1 235 235 1 113 114 89 89 118 118

6 6 17 17 2 2 19 19

1 1 1 1 1 1

41 41 21 21 61 61 75 75 15 15 5 5 14 14 8 8

483 483 368 368 263 263 171 171 60 60 93 93 75 75 111 111

1 1

1 1 2 2

3 3 1 1

1 1 1 1

1 1 4 4

3 3 4 4 1 1 4 4

1 1

1 1 2 2 1 1

3 576 579 572 572 4 467 471 1 420 421 1 420 421 1 401 402 4 392 396 357 357

415 415 359 359 189 189 324 324 208 208 144 144 306 306 162 162

スペイン カンボジア イタリアインド イギリス マレーシア バングラデシュ ブラジル



令和４年 携帯品の輸入検疫状況（国、品目別） 農林水産省動物検疫所

分類 分類詳細

骨類 骨

蹄角

その他の骨

肉類 牛肉

豚肉

めん羊肉

山羊肉

その他の偶蹄類の肉

加熱処理肉偶蹄類

ハム

ソーセージ

ベーコン

馬肉

うさぎ肉

家きん肉

その他の肉

犬肉

臓器類 偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の臓器

消化管等

ケーシング

脂肪

その他の臓器

卵類 殻付卵

その他の卵

皮類 牛皮

豚皮

毛類 羊毛

山羊毛

羽毛

犬毛

乳製品 その他の乳製品

血液

血清

病原体

ふん・尿

その他の畜産物（その他）

稲わら等 穀物のわら等

資料）農林水産省動物検疫所調べ

(注） １．「合格」とは、輸入検査を実施し、輸出政府機関発行の検査証明書の添付のあった畜産物のうち、輸入が認められたものをいう。

２．「不合格」とは、輸入検査を実施した畜産物のうち、検査の結果、輸入が認められなかったものをいう。（おみやげや個人消費用、また、免税店で購入したもので、輸出国政府機関発行の検査証明書の添付のないものを含む。）

３．表中、空欄については実績のなかったことを示す。

４．不合格件数の多い順に並んでいる。なお、不合格件数が100件未満の国はまとめて「その他」としている。

５．農林水産大臣の指定した施設で農林水産大臣の定める基準に従い加熱処理がなされたもの。

携帯品

その他
の畜産
物

総計

（うち検疫探知犬による探知実績）

合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計

1 1

3 3

23 23 107 107 42 42 74 74 85 85 23 23 5 5

5 5 30 30 2 2 5 5 15 15 1 1 11 11

2 2 1 1 15 15 22 22 4 4

1 1 3 3 6 6 2 2

1 1 4 4

7 7 1 1 9 9 7 7 5 5 13 13

120 120 4 4 156 156 52 52 22 22 1 1 70 70

3 3 1 1 2 2 4 4

9 9 2 2

26 26 78 78 9 9 7 7 13 13 27 27 13 13

153 153 108 108 41 41 84 84 90 90 101 101 34 34

2 2

1 1 1 1

2 2 1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

10 10

3 3

1 1

1 1 2 2

341 341 334 334 279 279 13 277 290 235 235 159 159 156 156

224 224 303 303 206 206 227 227 70 70 120 120 71 71

パキスタン ロシアトルコ スリランカ ウズベキスタン モンゴル カナダ



令和４年 携帯品の輸入検疫状況（国、品目別） 農林水産省動物検疫所

分類 分類詳細

骨類 骨

蹄角

その他の骨

肉類 牛肉

豚肉

めん羊肉

山羊肉

その他の偶蹄類の肉

加熱処理肉偶蹄類

ハム

ソーセージ

ベーコン

馬肉

うさぎ肉

家きん肉

その他の肉

犬肉

臓器類 偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の臓器

消化管等

ケーシング

脂肪

その他の臓器

卵類 殻付卵

その他の卵

皮類 牛皮

豚皮

毛類 羊毛

山羊毛

羽毛

犬毛

乳製品 その他の乳製品

血液

血清

病原体

ふん・尿

その他の畜産物（その他）

稲わら等 穀物のわら等

資料）農林水産省動物検疫所調べ

(注） １．「合格」とは、輸入検査を実施し、輸出政府機関発行の検査証明書の添付のあった畜産物のうち、輸入が認められたものをいう。

２．「不合格」とは、輸入検査を実施した畜産物のうち、検査の結果、輸入が認められなかったものをいう。（おみやげや個人消費用、また、免税店で購入したもので、輸出国政府機関発行の検査証明書の添付のないものを含む。）

３．表中、空欄については実績のなかったことを示す。

４．不合格件数の多い順に並んでいる。なお、不合格件数が100件未満の国はまとめて「その他」としている。

５．農林水産大臣の指定した施設で農林水産大臣の定める基準に従い加熱処理がなされたもの。

携帯品

その他
の畜産
物

総計

（うち検疫探知犬による探知実績）

（単位：件） （単位：件）

合格 不合格 計 合格 不合格 計

1 1

1 1

1 421 422 457 457

114 114 183 183

27 27 1 1

17 17

37 37 4 4

186 186 82 82

1 639 640 344 344

23 23 6 6

6 6

1 1

158 158 264 264

774 774 2,585 2,585

1 1 2 2

2 2 4

5 5 2 2

7 7

1 1

2 2 15 15

2 2

8 8

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

8 8

7 7

2 2

2 2 1 1

11 11

24 2,447 2,471 3,948 3,948

1,180 1,180 103 103

その他（124か国） 不明


